令和８年度　「青少年文化振興事業」実施計画
１　目　　的　　　小・中・高校生を対象として、文化・芸術に親しむ機会を創出し次代を担う人材を育成することで、本市の継続的な文化振興を図る。

２　講座部門　　　絵画、書道、生花、茶道など、指導者から申込みのあった講座

※講座内容は、文化・芸術に関するもの
※営利、布教及び政治利用を目的とするもの、公序良俗に反するもの、施設の管理上支障を来たすものは対象外とする。
３　講師応募資格　三条市文化団体協会、三条美術協会及び三条市音楽協会の加盟団体
又は一般応募者で、市税などの滞納がない方

４　講座実施期間　令和８年６月～令和９年３月
５　回　　数　　　実施期間内に３回以上
６　会　　場　　　公民館ほか市公共施設
７　対　　象　　　市内在住又は在学の小学生～高校生（18歳未満）
８　定　　員　　　15人程度　※講座内容による
（最少実施定員５人以上。申込み多数の場合は抽選又は二部制）
９　受講費　　　無料（材料費は別途徴収）
10　運営方法　　　　　・講座の内容を企画
　　　　　　　　　　　・資料作成
　　　　　　　　　　　・必要物品の購入・手配
　　　　　　　　　　　・材料費等の徴収
　　　　　　　　　　　・当日の会場準備・運営・片付け
11　委託金額　　  ・講座運営費（講師謝礼１回につき4,000円）
　　　　　　　　　　※講師人数に関わらず一律１回4,000円。ただし応募多数で二部制になった場合は協議により運営費を決定する。
※講師が会場に到着したが、講師の事情に寄らず、急遽講座が実施できなかった場合は、半額の2,000円を支払う。
・諸経費（委託期間内10,000円以内）
　　　　　　　　　　※諸経費が不足する場合は生涯学習課と協議の上、必要と認められる場合は上限1万円を超えて支払う。

12　受講者募集方法　広報さんじょう（４月１日号）及びホームページに掲載
　　　　　　　　　　市内小中学校全児童生徒にチラシ（申込書）を配布

13　講師応募方法・締切　申請書に必要事項を記入して提出する（持参・FAX・メール）。
　　　　　　　　　　　  提出先　三条市市民部生涯学習課
　　　　　　　　　　　　　955-0072　三条市元町13-1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　0256-47-0048
　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX  0256-32-5476
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mail shougaigakushu@city.sanjo.niigata.jp
　　　　　　　　　      締  切　　 10月24日（金）

14　講師決定方法
　　関係団体等に諮った上で、市が決定する。
15　そ の 他　　　可能な限り修了生が作品を発表する場を設ける。
（市美術展と同時開催の作品展、芸能まつり、市音楽祭など）
